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行政事務標準文字導入のご案内

▶人口減少を考慮した今後の「まちづくり」を学びませんか？
　人口減少、高齢社会においても、持続的で魅力あるコンパクトな
まちづくりを進めるため、自治体職員やまちづくりに関わる一般
の方々を対象に、講習会を開催します。今回の講習会では、「都市機
能の集約と地域連携による持続可能なまちづくり」をテーマとし
て、課題解決の手段の一つとなる「立地適正化計画」に関する講演
や、青森県むつ市の事例紹介を予定しています。
　また、官民の多様な分野で活用が見込まれている「３Ｄ都市モデ
ル」に関する大館市での作成・活用事例について紹介する予定です。
将来のまちづくりを考える機会に、ぜひご参加ください。

「コンパクトなまちづくり講習会」

｢犯罪被害者週間｣です
11月25日～12月１日は

　犯罪や交通事故の被害に遭われた方やそのご家族・ご遺
族（犯罪被害者等）が被害から回復し、再び地域で平穏に
暮らすためには、地域の皆さまの理解と配慮、協力が必要
です。
　秋田県警察では、県民の皆さまが犯罪被害者支援への理
解を深める機会として、関係機関と協力してさまざまな広
報啓発活動をしています。
　誰もが突然、被害者になる可能性があります。犯罪被害
者等の思いに触れ、考えてみませんか。

～犯罪被害者等の手記の紹介～

　秋田県内の犯罪被害者やご遺族が、思
いを綴った「犯罪被害者等の手記」を第
５集まで掲載しています。右記二次元
バーコードからご覧ください。

問 北秋田警察署 ☎62‐1245

令和７年度
～都市機能の集約と地域連携による持続可能なまちづくり～
「コンパクトなまちづくり講習会」令和７年度

日 時 111111 1313月 日（木）

場 所 市民ふれあいプラザ市民ふれあいプラザ市民ふれあいプラザ
13時30分～ 15時30分

募集人数 人人人

建設課都市計画住宅係 ☎72‐5246
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申込先・お問い合わせ

が標準化されます各種証明書 郵便物 文
自治体が や で使用する 字

標準化で何が変わるのですか？
すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率
化するため、住民票の写しや、自治体が皆さまへ発
送する郵便物の宛名などに用いる文字が今までと
違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのですか？
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い
など、デザインの差（「字形」の違い）の範囲内で変わ
る場合があります。漢字の骨組み（「字体」の違い）は
変わりません。

いつから変わるのですか？
令和７年度から順次導入されます。導入開始時期
や、対象となる証明書や郵便物の種類は、自治体に
よって異なります。

行政事務標準文字とは何ですか？
全自治体が同じ文字を使うことで効率的な行政サー
ビス実施、大規模災害への迅速な対応ができるよう
導入するものです。戸籍や住民票で使用されている
標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

今までの漢字は使えないのですか？
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使用される
ものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、
戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類等に使う文字は、手書きの文字であればこれまで通
り使えます。コンピューターから入力する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

～字体は同じだが、字形（デザイン）が変わる例～

▲詳細はこちら
（デジタル庁HP）
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「北秋田市から世界へ！
 世界の人の手に私たちの製造する製品を！」

広告

〒018-4231 秋田県北秋田市上杉字金沢178番712
TEL: 0186-78-4189   FAX: 0186-78-4192

文字構成要素の
大きさの違い

文字構成要素内の
画の長さの違い

文字構成要素内の
曲げ止めと曲げ跳ねの違い

文字構成要素内の
画と画の接触、非接触の違い

お問い合わせ：総合政策課デジタル化推進係 ☎72‐5234

～11月は児童虐待防止＆DV防止推進月間です～

≪配偶者等からの暴力（DV）防止≫
　配偶者や恋人等からの暴力（DV）に悩んでいませんか。
DVは「なぐる・ける」など身体的暴力に限りません。精神的
に追い詰められ、心に大きな傷を残すこともあります。ひと
りで悩まず、女性相談員にご相談ください。
北秋田地域振興局 鷹巣阿仁福祉環境部 ☎62‐1256

こども課子育て相談係 ☎84‐8778
秋田県北児童相談所 ☎0186‐52‐3956

秋のこどもまんなか月間

≪児童虐待防止≫
　子育ての悩みが募ると、
こどもへの虐待につながっ
てしまうことがあります。
一人で悩みを抱え込まない
で、自分の気持ちを話して
みませんか。子育ての不安
や悩みはいつでもご相談く
ださい。 ▲児童虐待防止

　推進特設サイト
▲「DV相談＋」
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